
行政評価シート（事後評価）
コード 事務事業名 所管部課

年度 （ ）

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

4-4-2 資産税課賦課事務（家屋） 市民部資産税課

事
務
事
業
の
概
要

事務事業の目的 根拠法令等

　固定資産の適正な評価と、公正な固定資産税・都市計画税の賦課を行う。

事業内容・実施方法等／補助の概要：補助団体の概要（団体名・団体の活動内容・補助金の活用内容等）、補助金の
概要（国・都基準の有無・対象者拡大の有無・上乗せ補助額・市単独補助額）等

　実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査、法務局からの登記済通知書等の調査等を行い、地方税
法、市税条例、固定資産税評価基準、評価事務取扱要領に基づき、固定資産の評価事務、固定資産税・都市計画税
の賦課事務を行っている。国有資産等所在市町村交付金事務を行っている。

事業開始時期 合併前から 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 17年度

財
源
内
訳

人

18年度 19年度 20年度

千円

15,648 15,142 23,258 13,038

15,648 15,142 23,258 13,038

9.00

73,449

10.00 10.00 9.00

96,707

73,449

千円

千円 81,850 81,610

86,487

評価総棟数 千円 3 2 2 2

千円 97,498 96,752

評
価
指
標
の
設
定

活動等指標 単位 17年度

② 実績値

成果指標 単位

18年度 19年度 20年度

①評価総棟数 実績値 棟 38,536 39,161 39,209 39,795

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　

17年度 18年度 19年度 20年度

一
次
公正な資産税の賦課

目標値

実績値

二
次

目標値

実績値

《指標の説明・数値変化の理由　など》
　数値把握は困難

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　特になし

都内26市のサービス水準との比較
（平均値、本市の順位など）

　地方税法、市税条例、固定資産税評価基準、評価事務取扱要領に基づき、総務大
臣及び都道府県知事の助言によって、各市が同様な評価・賦課事務を行っている。因
みに西東京市の家屋の評価実績（平成19年度概要調書）に係る１㎡当りの平均価額
は、木造が29,294円/㎡で26市中高い方から17番目、非木造が60,476円/㎡で都内26
市中高い方から９番目である。

代替・類似サービスの有無 　特になし

法律

条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  上

  中

  下

  有

  無

直営 委託 補助 その他



コード 事務事業名 所管部課

【一次評価】

【二次評価】

【行革本部評価】

4-4-2 資産税課賦課事務（家屋） 市民部資産税課

検証項目 ランク 一次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

事業の優先
度（緊急性）

3
　固定資産税（家屋)の賦課は法令に基づ
き行う事務なので大幅な改善は望めない
が、地方税法の改正などに留意しつつ、研
修等で職員の評価レベルを継続的に引き
上げるとともに、課税客体の正確な把握に
努めるられたい。
　また、封入封かんなどの事務処理におい
ても極力委託化を図り、引き続き効率化に
努めていく必要がある。

事業の
必要性

3

事業主体
の妥当性

3

直接のサービ
スの相手方 2

事業内容等
の適切さ

3

受益者負担
の適切さ

3

市民ニーズ
の把握

検証項目 ランク 二次評価
判断理由及び事業を行う上での課題や、

今後改善すべき点等

事業の優先
度（緊急性）

3
　固定資産税（家屋)の賦課は法令に基づ
き行う事務なので大幅な改善は望めない
が、地方税法の改正などに留意しつつ、研
修等で職員の評価レベルを継続的に引き
上げるとともに、課税客体の正確な把握に
努められたい。
　また、封入封かんなどの事務処理におい
ても極力委託化を図り、引き続き効率化に
努めていく必要がある。

事業の
必要性

3

事業主体
の妥当性

3

直接のサービ
スの相手方 2

事業内容等
の適切さ

3

受益者負担
の適切さ

3

市民ニーズ
の把握 3

行革本部評価 判断理由及び事業を行う上での課題や、今後改善すべき点等

　現地調査等に基づく固定資産税（家屋）の賦課に関する事務は、法令に基づき行われるものであり、法
改正等がない限り、現状の内容により引き続き実施する必要がある。今後は、封入封かん等の事務処理
の委託化などの業務執行の効率化に向けた取組を行うとともに、税の公平性の観点から、適正賦課に向
けて、継続的に取り組まれたい。

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

廃止

拡充

継続実施

改善・見直し

抜本的見直し

休止

廃止

休止

廃止

拡充


